
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
（防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策分）

施設種別（※「小規模」とは、定員29人以下のこと。以下同じ） 補助率 上限額 下限額

小規模特別養護老人ホーム、小規模介護老人保健施設、小規模ケアハウス、小規模介護医療院

定額補助

1,540万円/施設
80万円/施設

ただし、非常用自家発電設備はなし
小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所 等 773万円/施設

非常用自家発電設備（ⅰ）

水害対策に伴う改修等（ⅱ）

施設種別 補助率 区分 上限額 下限額

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人

ホーム、養護老人ホーム、介護医療院

国 １／２
自治体 １／４
事業者 １／４

ⅰ なし 総事業費500万円/施設

ⅱ なし 総事業費80万円/施設

② 高齢者施設等の非常用自家発電・水害対策強化事業

① 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

国

都道府県

定員30人
以上の
施設等

②整備計画

交付申請

③採択

交付決定

④採択

交付決定

①整備計画

交付申請

補助の流れ

市区町村

定員29人
以下の
施設等

施設種別 補助率 上限額 下限額

ブロック塀等の改修
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、養護老人
ホーム、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居
宅介護事業所、老人デイサービスセンター 等

国 １／２
自治体 １／４
事業者 １／４

なし なし

③ 高齢者施設等の安全対策強化事業

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年12月11日閣議決定）に基づき、高齢者施設等の防災・減災対策を推進す
るため、耐震化改修のほか、非常用自家発電の整備、水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修の対策を講じる。

○ 高齢者施設等の利用者等の安全・安心を確保するため､耐震化改修、非常用自家発電設備の設置や水害対策に伴う改修等を促進

○ 高齢者施設等が、災害による停電時にも、施設機能を維持するための電力の確保を自力でできるよう、非常用自家発
電設備の設置、水害対策に伴う改修等を促進

○ 災害によるブロック塀の倒壊事故等を防ぐため、高齢者施設等における安全上対策が必要なブロック塀等の改修を促進

計上所管：厚生労働省 令和３年度補正予算案
：56億円

【参考】「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年12月11日閣議決定）（抜粋）

第２章 重点的に取り組むべき対策

１ 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策

（１）人命・財産の被害を防止・最小化するための対策

・社会福祉施設等の耐災害性強化対策（耐震化対策、ブロック塀等対策、水害対策強化対策及び非常用自家発電設備対策）（厚生労働省）


